
補助⾦公募説明会

会 場

TEL. 0948-21-1156（説明会問合せ︓林(宏)・在川・林(伊) ）
TEL. 0948-26-1606（補助⾦申請相談︓テクニカルコーディネーター 仲）
FAX. 0948-21-2150 メール. kenkyu@cird.or.jp

公益財団法⼈飯塚研究開発機構 福岡県飯塚市川津680番地41 URL. http://www.cird.or.jp/

＊医療･福祉関連機器開発⽀援補助⾦、研究開発⽀援補助⾦は、募集期間中は随時相談をお受けしますので、
応募を検討される場合は事前にご連絡ください。オンラインの個別相談も可能です。

⽇ 時

申 込 書 申込〆切︓4⽉7⽇（⽉）

（会社名） （所在地）

連絡担当者 【参加⽅法】

（参加者⽒名） （部署・役職） □会場参加

（電話番号） （メール） □オンライン参加

（参加者⽒名） （部署・役職）

検討中の下記項⽬にチェックしてください
□ 医療･福祉関連機器開発補助⾦ □ 医療･福祉関連機器製品化調査試験補助⾦
□ 実⽤化開発補助⾦ □ 調査研究補助⾦ □ 製品試作補助⾦ □ 技術⾼度化⽀援事業

チェックしてください
説明会終了後に個別相談を □ 希望する □ 希望しない

令和７年４⽉１１⽇（⾦）

福岡県⽴飯塚研究開発センター

下記申込書にご記⼊の上、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。

令和７年度
飯塚研究開発機構

医療･福祉関連機器
開発⽀援補助⾦

公益財団法⼈飯塚研究開発機構では、地域企業のみなさまの技術課題解決等を⽀援するため、各種補助⾦を
準備しております。令和７年度の公募にあたり、下記のとおり説明会を開催しますのでご参加ください。

研究開発⽀援補助⾦

内 容

（１）補助⾦説明会
・医療･福祉関連機器開発⽀援補助⾦
・研究開発⽀援補助⾦

（２）相談会（説明会終了後〜16:00）

お申込み・お問い合わせ

※ご記⼊いただいた情報は本会の運営のための⽤途以外に利⽤することはありません。
※参加証は発⾏いたしません。
※当⽇は受付にて名刺を1枚頂戴しますので、ご準備をお願いします。

14:00〜16:00

多⽬的ホール（飯塚市川津680-41）



・令和7年度の交付要綱、様式は4⽉1⽇にホームページに掲載予定です。
・交付要綱をご確認の上、申請書⼀式を持参または郵送にて応募してください。
・申請書提出後、プレゼン審査もしくは書⾯審査により補助先を決定します。

医療･福祉関連機器開発支援補助金

研究開発⽀援補助⾦

対象

飯塚研究開発機構ホームページ
http://www.cird.or.jp/hojo.html

（本事業の補助対象地域）
・中間市、直⽅市、宮若市、飯塚市、嘉⿇市、⽥川市、⾏橋市、豊前市、宗像市、福津市、古賀市、筑紫野市、朝倉市、春⽇市、
⼤野城市、太宰府市、那珂川市

・遠賀郡、鞍⼿郡、嘉穂郡、⽥川郡、京都郡、築上郡、糟屋郡、朝倉郡の各市町村

実⽤化開発補助⾦

新規の実⽤化開発に必要な経費の
⼀部を⽀援します。

製品試作補助⾦

新規開発（製品化⼜は実⽤化に向
けた改良含む）で机上検討を具現
化する試作に必要な経費の⼀部を
⽀援します。

調査研究補助⾦
事業化の可能性を事前に調査する（F/S）
または、販路開拓や新規開発、技術の⾼
度化をめざして⾏う調査に必要な費⽤の
⼀部を⽀援します。

補助⾦額 補助率 補助対象経費 補助事業期間 募集期間 採択件数

実⽤化開発
補助⾦ 250万円以下

2/3
機械装置費、消耗品費、旅
費、外注費、委託研究費、
技術導⼊費、直接⼈件費、
その他経費

交付決定⽇〜
令和8年
1⽉31⽇迄

令和7年4⽉1⽇〜
5⽉16⽇16時迄
(必着)

2件
程度

調査研究
補助⾦ 100万円以下 2件

程度

製品試作
補助⾦

10万円以上
30万円以下 9/10 消耗品費、外注費、直接⼈

件費、その他経費

交付決定⽇〜
令和8年
1⽉31⽇迄

令和7年4⽉1⽇〜
10⽉31⽇迄

(随時受付)
10件
程度

補助金額 補助率 補助対象経費 補助事業期間 申請期間 採択件数

医療・福祉関連機器
開発補助金

150万円以上
300万円以下

1/2

機械装置費、消耗品費、
旅費、外注費、委託研
究費、直接人件費、製
品評価、その他経費

交付決定日～

令和８年
1月31日迄

令和7年4月1日～
5月23日16時迄
（必着）

3件
程度

医療・福祉関連機器
製品化調査試験
補助金

50万円以下 令和7年4月1日～
11月28日迄

４件
程度

対象
以下の要件を満たす中小企業者であること。
（1）福岡県内に本社を有し、かつ本事業の開発拠点を県内に有する中小企業者。
※本社が県外であっても、飯塚市内に開発拠点を有する中小企業者は対象とする。
（2）医療・福祉機器分野への参入を目指す中小企業者、又は現在既に医療・福祉機器分野へ参入しており、

更なる製品の高度化、技術の高度化を目指す中小企業者。

医療・福祉関連機器製品の開発及びこれら製品の生産に資する
関連技術の開発・高度化に必要となる経費の一部、又は既存製
品の機能高度化のための改良、応用展開のための改良に必要と
なる経費の一部を補助します。

（対象事業例）
①医療・福祉関連機器の製品開発
② 医療・福祉関連機器の生産に資する要素技術の開発・高度化
③ 医療・福祉関連の既存製品の機能高度化及び応用展開のための改良

医療・福祉関連機器の製品化に向けた試作及び要素

技術の可能性調査に必要となる経費の一部を補助し

ます。

（対象事業例）
① 医療・福祉関連機器の製品化に向けた試作
② 医療・福祉関連機器の製品化に向けた要素
技術の可能性調査

医療・福祉関連機器開発補助金 医療・福祉関連機器製品化調査試験補助金

本補助金を活用した企業は、福岡県が出展する医療・
福祉関連展示会に優先的に出展することができます。
※出展には一部経費負担や条件があります。

本補助金を活用した企業は、次年度以降の医療・
福祉関連機器開発支援補助金への審査で加点され
ます。

①原則として、福岡県内に事業所を有し、かつ補助対象地域の開発拠点で補助事業を実施する中⼩企業者。
②※については、①の他、過去に当機構において、「戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業（サポイン事業）」や「医療・福祉
関連機器開発⽀援事業」を実施し、さらに継続して補完研究を実施する中⼩企業者も対象。
ただし、製品試作補助⾦は申請時に飯塚研究開発機構コーディネーターの指導を受けている者に限る。

※

※


